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　　　　告　　　示（第842号︲第848号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○生活保護法に基づく介護機関の指定� （保護・援護課）……………１

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更�

（保護・援護課）……………２

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止� （保護・援護課）……………２

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○解除予定保安林に関する農林水産大臣からの通知� （農山漁村振興課）……………３

○解除予定保安林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………３

　　　　公　　　告

○県営土地改良事業の換地処分� （農村森林整備課）……………３

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………４

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………４

○都市計画の図書の写しの縦覧� （都市計画課）……………４

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見�

　の募集� （環境保全課）……………４

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第843号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55条

の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により

次のように告示する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

北九州 県道 野　間
須　恵��線

前

遠賀郡岡垣町東高倉一丁
目96番110先から
遠賀郡岡垣町東高倉一丁
目96番112先まで

10.6
～
14.4

39.8

後

遠賀郡岡垣町東高倉一丁
目96番110先から
遠賀郡岡垣町東高倉一丁
目96番112先まで

10.9
～
14.9

39.8

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日 サービス項目

大介434 こはまクリニック 大牟田市小浜町95番地６ H28・10・１ 居管・予居管

大野介薬82 ちとせ薬局 大野城市下大利一丁目13－
8�下大利駅前ビル１F H28・11・１ 居管・予居管

春介薬66 サンアイ薬局　春
日店

春日市星見ヶ丘二丁目55－
21�アリエスビル101 H28・10・１ 居管・予居管
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　福岡県告示第844号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する

。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

　福岡県告示第845号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の

２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例

によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　廃止

　福岡県告示第846号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

筑紫介薬32 ハート薬局　那珂
川

筑紫郡那珂川町片縄北六丁
目3－17 H28・10・１ 居管・予居管

嘉鞍介福１ 特別養護老人ホー
ム　薫風の苑

嘉穂郡桂川町大字吉隈字ヲ
ベ田13番96 H28・11・１ 地老福

北筑後支５ ケアプランサービ
ス大刀洗昌普久苑

三井郡大刀洗町大字本郷
3279 H28・11・１ 居支・予支援

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

嘉居125 千尋訪問看護ステ�
ーション

FORTUNEKIDS
訪問看護ステー
ション

嘉穂郡桂川町大字土師
28－474－205 H28・９・１

嘉居55 千尋ホームへルプ
サービス

FORTUNEKIDS
介護サービス

嘉穂郡桂川町大字土師
28－474－106 H28・９・１

嘉支48 千尋居宅介護支援
事業所

FORTUNEKIDS
ケアプランサービス

嘉穂郡桂川町大字土師
28－474�FORTUNE千
尋 206号

H28・９・１

指定番号 名　　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

直支40 ケアプランセ
ンターまいん 直方市新知町４－28 直方市新知町６－40　

グランシャトー玉川103号 H28・10・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

直居117 あべりあ福智の丘　訪問
看護ステーション 直方市湯野原二丁目15－１ H28・９・30

直居139 あべりあ福智の丘ヘル
パーステーション 直方市湯野原二丁目15－１ H28・９・30

柳居63 デイサービス夢咲 柳川市三橋町白鳥616－３ H28・10・１

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考
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　福岡県告示第847号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定の解除をしようとする旨の通知を受けた

ので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　解除予定保安林の所在場所

　朝倉市江川字ハンタ1270の32・1270の33・1270の36から1270の43まで・1280の14・

1354の４・字竹原1446の37（以上13筆国有林）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　福岡県告示第848号

　保安林の指定の解除をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の

２の規定により次のように告示する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１⑴　解除予定保安林の所在場所

　京都郡みやこ町犀川上伊良原字猿田353の３、字善治川原402の１、402の２、字

森554の３

　⑵　保安林として指定された目的

　　　水源の涵
かん

養

　⑶　解除の理由

　　　道路用地とするため

２⑴　解除予定保安林の所在場所

　　　京都郡みやこ町犀川上伊良原字猿田397の１、397の４、397の５

　⑵　保安林として指定された目的

　　　土砂の流出の防備

　⑶　解除の理由

　　　道路用地とするため

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定に基づき、次のように換

地処分をしたので、同条第10項において準用する同法第54条第４項の規定により公告す

る。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

福　　岡 県道
清　滝
古　賀��線

前

古賀市新久保一
丁目403番２先
から
古賀市中央二丁
目360番２先ま
で

8.9
～
34.0

614.0

前

古賀市新久保一
丁目403番２先
から
古賀市中央二丁
目360番２先ま
で

9.5
～
46.0

737.0

うち一般
国道３号
重用延長�
190.0メー�
トル

後

古賀市新久保一
丁目403番２先
から
古賀市中央二丁
目360番２先ま
で

8.9
～
34.0

614.0

後

古賀市新久保一
丁目403番２先
から
古賀市中央二丁
目360番２先ま
で

9.5
～
46.0

737.0

うち一般
国道３号
重用延長
190.0メー�
トル

公　　　告

換地処分をした地域 換地処分年月日
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4 　福岡県環境審議会公告

　福岡県地球温暖化対策実行計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見

書提出制度要綱（平成12年2月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとお

り意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の

期間内に提出してください。

　　平成28年12月６日

福岡県環境審議会会長　浅野　直人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県地球温暖化対策実行計画に係る答申案

２　答申案の要旨

　　第１章　計画策定の背景

　　　１．地球温暖化の現状

　　　２．国内外の動向

　　　３．現行計画の点検・評価

　　第２章　計画の基本的事項

　　　１．計画策定の趣旨等

　　　２．対象とする温室効果ガス

　　　３．計画の期間

　　　４．基準年度

　　　５．数値目標の年度

　　第３章　福岡県の地域特性

　　　１．自然的条件

　　　２．社会的条件

　　第４章　温室効果ガス排出量の現況推計・将来推計

　　　１．現況推計

　　　２．将来推計

　　第５章　温室効果ガス排出削減目標

　　　１．目標設定の基本的な考え方

　　　２．温室効果ガス排出量の削減目標

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により小郡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　小郡都市計画地区計画の変更（平成28年11月９日小郡市告示第201号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により小郡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　小郡都市計画準防火地域の変更（平成28年11月９日小郡市告示第202号）

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により小郡市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成28年12月６日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　小郡都市計画用途地域の変更（平成28年11月９日小郡市告示第203号）

糸島市志摩芥屋及び志摩岐志
（芥屋地区）

平成28年11月28日

雑　　　報
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　　　（電子メール）　　chikyu@pref.fukuoka.lg.jp　　　３．主体別の排出削減目標と期待される取組

　　　４．エネルギー消費量削減の目安

　　第６章　福岡県における地球温暖化対策

　　　１．温室効果ガスの排出削減と吸収源対策

　　　２．地域特性を踏まえた対策の方向性

　　　３．気候変動の影響への適応

　　第７章　計画の推進体制・進行管理

　　　１．計画の推進体制

　　　２．計画の進行管理

３　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イ

ンターネットの福岡県ホームページに登載する。

４　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報コーナー（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

５　意見の提出期間

　　　平成28年12月６日から平成28年12月19日まで（必着）

６　意見書の提出方法

　　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

７　意見書の提出先

　　　福岡県環境部環境保全課

　　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　　（ファクシミリ）　092－643－3357



第
３
８
５
０
号

福
岡

県
公

報
平
成
28
年
12
月
６
日
　
火
曜
日

6

別
紙

 
 

意
見

書
 

 住
所

（
所

在
地

）
 

 

氏
名

（
法

人
名

）
 

 
 意

見
 

         理
由
 

        備
考
 

  記
入

上
の

注
意

 
１

 
意

見
は

、
２

０
０

字
以

内
で

ま
と

め
、
「

意
見

」
欄

に
記

載
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

理
由

を
「

理
由

」
 

欄
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

意
見

は
、

日
本

語
で

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
福
岡

県
内

に
住

所
を

有
し

な
い
方

は
、

通
勤

・
通

学
し

て
い
る

本
県

内
に

あ
る

会
社

・
学
校

の
所

 
在

地
及
び

名
称

を
「

備
考

」
欄

に
記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 




